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（
苦
情
解
決
）

第
五
十
二
条

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
利
用
者
又
は
そ
の

家
族
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
苦
情
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
が
行
う
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら
の
質

問
若
し
く
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
利
用
者

又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
市
町
村
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
か
ら
指
導
又
は
助
言

を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
報
告
若
し
く
は
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら
の
質
問
に
応
じ
、
及
び
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情

に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
そ
の
提
供
し
た
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示

の
命
令
又
は
当
該
職
員
か
ら
の
質
問
若
し
く
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
調

査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又

は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
又
は
市
町
村
長
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第

三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
改
善
の
内
容
を
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
又
は
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
同
法
第
八
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査
又
は
あ
っ
せ
ん
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
五
十
三
条

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と

の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
五
十
四
条

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発

生
し
た
場
合
は
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
当
該
利
用
者
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
、
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が

発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
の
区
分
）

第
五
十
五
条

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
実
施
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
経
理
を
区
分
す
る

と
と
も
に
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
事
業
の
会
計
を
そ
の
他
の
事
業
の
会
計
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
整
備
）

第
五
十
六
条

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
従
業
者
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
に
対
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ

る
記
録
を
整
備
し
、
当
該
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録

二

施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画

三

第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

四

第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
拘
束
等
の
記
録

五

第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

五

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
場
合

イ

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
又
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
を
行
う
場
合
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

\

職
業
指
導
員
及
び
生
活
支
援
員

^

職
業
指
導
員
及
び
生
活
支
援
員
の
総
数
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
を
十
で
除
し
た
数
以
上

と
す
る
。

_

職
業
指
導
員
の
数
は
、
一
以
上
と
す
る
。

`

生
活
支
援
員
の
数
は
、
一
以
上
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
旧
法
施
設
支
援
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
十
二
号
中
「
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
き
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
指
定
旧
法
施
設
支
援
（
法
附
則
第

二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
旧
法
施
設
支
援
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に

つ
き
」
と
、「
法
第
二
十
九
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
九
条
第
三
項
又
は
法
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
若

し
く
は
法
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
」
と
、
第
二
十
条
中
「
他
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
あ
る
の
は
「
他

の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
指
定
旧
法
施
設
支
援
」
と
、「
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。）又
は
法
附
則
第

二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
法
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
」
と
、「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
と
あ
る
の

は
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
又
は
特
定
旧
法
指
定
施
設
（
法
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
旧
法
指
定
施
設
を
い
う
。）」
と
す
る
。

（
経
過
的
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数
）

第
三
条

法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
第
一
号
イ
\
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
す
る
生
活
介
護
、
規
則
附
則
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
若
し
く
は

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
又
は
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
す
る
施
設
入
所
支
援
を
提
供
す
る

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
（
以
下
「
経
過
的
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
」
と
い
う
。）に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の

員
数
は
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

生
活
介
護
を
行
う
場
合

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
看

護
職
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
生
活
支
援
員
の
総
数
は
、
同
号
イ
]
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
生

活
介
護
の
単
位
ご
と
に
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。

イ

\
か
ら
^
ま
で
に
掲
げ
る
平
均
障
害
程
度
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
\
か
ら
^
ま
で
に
掲
げ
る
数

\

平
均
障
害
程
度
区
分
が
四
未
満

利
用
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
]
及
び
^
に
お
い
て

同
じ
。）の
数
を
六
で
除
し
た
数

]

平
均
障
害
程
度
区
分
が
四
以
上
五
未
満

利
用
者
の
数
を
五
で
除
し
た
数

^

平
均
障
害
程
度
区
分
が
五
以
上

利
用
者
の
数
を
三
で
除
し
た
数

ロ

イ
\
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
で
あ
る
利
用
者
の
数
を
十
で
除
し
た
数

二

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）を
行
う
場
合

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
と
す
る
。

三

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）を
行
う
場
合

第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
と
す
る
。

四

就
労
移
行
支
援
を
行
う
場
合

第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
と
す
る
。
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